
別紙様式（第７条関係） 

平成 27 年 11 月 16 日 

 

報  告  書 

 

島田市議会議長 様 

 

島田市議会議員 曽根 義明 

島田市議会議員 平松 吉祝 

島田市議会議員 仲田 裕子 

島田市議会議員 桜井 洋子 

島田市議会議員 杉野 直樹 

島田市議会議員 山本 孝夫 

 

 

 

議会報告会に出席しましたので、次のとおり報告します。 

 

１ 日時 平成２７年１１月１４日（土） 

午後 ７時００分～午後 ８時 ５５分 

 

２ 会場 六合公民館 第一集会室 

 

３ 参加者数   ２１人（男性 ２１人、女性 ０人） 

 

４ 役割 

(1) 受付     全員 

(2) 司会     平松議員 

(3) 挨拶（概要） 曽根副議長 

(4) 報告     桜井議員、仲田議員、杉野議員 

(5) 答弁     全議員 

(6) 記録     山本議員 

 



５ 報告事項  

   曽根副議長より冒頭の挨拶と現在議会で課題となっている事項、市民病院、 

  人口減少対策、市民会館のことを簡単に述べ、各議員の自己紹介を行って次に 

進んだ。 

 

(1) 議会の活動の動向の市民への報告について 

① 総務消防常任委員会 桜井議員より 

  ・条例改正、マイナンバーカードの導入に関する条例審査 

  ・旧金谷中跡地活用のアイデアコンペ 

  ・市職員の定員適正化計画、その問題点と今後 

 

  ② 厚生教育常任員会 仲田議員より 

    ・島田帯祭衣装経費のこと 

    ・社会福祉協議会事務所移転に関する議論 

 

③ 経済建設常任委員会 杉野議員より 

  ・地方創生上乗せ交付金のこと 

  ・最終処分場の裁判結果とその後の動き 

  ・茶業振興の放棄地整備について 

  ・道路ストック、長寿命化の計画のこと 

 

  ④ 報告に対する質疑 

   問 市職員数を増やすべき。平時は良いが災害時など緊急を要する 

     事態になったときの対応力を考えてほしい。 

    答 技術職の方の採用を含め人員管理計画に沿って進められると思う。 

      防災対策については職員教育も進めている。意見として聞いておく。 

   問 説明のあった最終処分されたゴミの外部委託は疑問だ。自分で出した 

     ゴミは自分で処理をすべきだ。 

    答 最終処分場が使えなくなったときの臨時の処理だ。 

   問 阿知ヶ谷の清掃センターはいつまでおくのか。計画はどうなっている。 

    答 以前から計画はあるが、具体的話はない。 

   問 介護制度が変更され、自治会に高齢者の居場所づくりなど安易に押し 

付けてくる。老々介護状態の現状をもっとみてくれ。 

    答 在宅医療の充実を検討している。包括支援センターの希望も多い。 

      島田市は県下でも進んでいる方だ。担い手講座など開き、諸々進め 

ながら検討していく。なにができるか委員会でも議論していく。 

   問 療養病棟がなくなるのは困る。必ず必要なものだから。お金をかけても 

     市で整備をしてほしい。 

    答 必要なことは分かる。国の方針の中で病院計画を考えなくてはいけない。 

      医師確保の困難な状態だ。 



(2) 意見及び情報の交換について（今回はテーマ設定なし。） 

 ○ 島田市で最も地盤が悪いところに無理に病院を計画している。杭を打っても 

   横揺れには弱い。権現原など広いところにインターナショナルな病院を作っ

たらどうか。海外からの人間ドックも誘致できる。 

  ⇒ 以前からいろいろ検討してきた。市長が判断した。 

○ 東遠の病院を見てきた。期間がないというが間に合うように計画すればでき

るはずだ。もっと勉強してほしい。力をだしてほしい。 

○ 市が行うアンケートは制作側の答誘導の意図がありありとうかがえる。 

もっと良いアンケート内容を作ってくれ。 

○ 病院もその周りの道路も市長はデーター上大丈夫という根拠はあるのか。 

 ⇒ 第４次災害被害想定による。 

○ 自治基本条例は難しく危険な条例だ。市民の定義など外国人の取り扱いに 

ついては十分な議論が必要だ。市では来年討論会をやるらしいが賛成も反対

も意見を述べる討論会であるべきだ。議員もそれぞれ賛否の立場をはっきり 

出してほしい。 

○ 耕作放棄地で竹林が繁茂して高齢の個人では手に負えない。伐採機を貸すと 

言われても高齢者ではできない。イノシシなどの被害も出ている。もともと 

茶畑からの地目変更が早くできていればこういう話にはならなかった。 

   ⇒ 法律の制約がある。これを変更しないと進まない。農業委員会で農地 

     パトロールも行っている。議員も危惧している。 

○ 島田二中の東の竹林は伐採後もう一度手を加えてうまく管理出来た例あり。 

○ 島田市は年に一度街路樹の枝を掃う作業をしている。なぜ落葉樹を毎年掃う 

のか。葉が落ちてそれが自然だ。落葉拾いを障がい者の作業などに加えれば 

ちょうど良いと思う。 

 

(3) 市等への要望事項 

 ○ 島田市には川が無い。ほとんど道路拡幅のため蓋をしている。水が流れてい

るのは大井川用水だけ。水の流れている川を作ってほしい。 

 ○ 自治基本条例検討の際は、賛成者、反対者、双方の意見を公平に述べられる 

   公開討論会を実施してほしい。 

○ 高齢者所有の竹林対策は何か考えて欲しい。放ってはおけない。 

 

６ まとめ（所見） 

  比較的多くの方が来場してくれたと思う。遠慮することなく発言をたくさんして

頂き、参考になる要望や意見もあった。今後の参考にして行きたい。ただ女性の参

加がなかったのはさみしい。だいたい６０、７０代の男性が多く集まってくれた。

興味や意見を持っている若い男性や女性は潜在的にいると思うので、それらの方々

の参加してくれる工夫はできないだろうか。 


